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豊橋市立嵩山小学校 いじめ防止基本方針 

 

       

 １ いじめ防止についての基本的な考え方 

（１）いじめについての基本的な認識 

いじめとは、「当該児童が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受け

たことにより、精神的な苦痛を感じているもの」である。そして、個々の行為が「いじめ」

に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童の立場に立っ

て行うものである。友人関係における双方の力関係のバランスが崩れると、「遊び・ふざ

け」が「いじめ」へと変わったり、多くの児童が入れ替わりながらいじめを繰り返したりす

る。これらは見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行

い、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するかを判断する。なお、起こった場所は

学校の内外を問わない。 

また、いじめの「加害者」「被害者」という関係だけでなく、「観衆」としてその周りで

いじめ行為をはやし立てたりおもしろがったりする者や、「傍観者」として見て見ぬふりを

して黙っている者等、いじめの構造的な人間関係にも注意を払う必要がある。 

このような考え方のもと、本校では全ての職員が「いじめは、どの学校・どの学級でも起

こりうるものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいない。」という基本認識にた

ち、全校の児童が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、「い

じめ防止基本方針」を策定する。 

 

（２）学校のいじめに対する基本姿勢  

いじめ防止のための基本姿勢として、以下のポイントをあげる。  

① いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。  

② 児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。  

③ いじめの早期発見のために、様々な手段を講じ、当該児童の安全を保障するととも

に、学校内だけでなく各種団体や専門家と協力をして、解決にあたる。  

④ 学校と家庭が協力して、事前・事後の指導にあたる。  

 

（３）育てたい児童の力や教師の役割 

児童一人一人が認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組

む。また、教師一人一人がわかりやすい授業を心がけ、児童に基礎・基本の定着を図ると

ともに学習に対する達成感・成就感を育て、自己有用感を味わい自尊感情を育むことがで

きるように努める。また、性的指向（どの性別を好きになるかならないか）や性自認（自

分の性別をどのようにとらえているか）といった悩みを抱える児童にとって、教職員の存

在が安心できる身近な大人となるように努めることも必要不可欠である。そのためには、

まず教職員がそれらに関する正しい知識をもち、人権感覚を備え、偏見や差別的言動に対

して迅速に指導にあたることも大切である。 

道徳の時間には命の大切さについての指導を行う。また、「いじめは絶対に許されない
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ことである」という認識を児童がもつように、教育活動全体を通して指導する。そして、

見て見ぬふりをすることや知らん顔をすることも「傍観者」として、いじめに加担してい

ることを知らせる。「傍観者」の中から勇気をふるっていじめを抑止する「仲裁者」や、

いじめを告発する「相談者」が現れるかどうかがポイントとなるということをふまえ、学

級担任が信頼される存在として児童の前に立つこと、加えていじめの傍観者が「仲裁者」

や「相談者」の転換するようなに促す取り組みを道徳、学級活動等において行っていく。 

 

２ いじめ対策のための校内組織の設置 

この組織としては、本市においては「生活サポート委員会」がその役割を担う。それを受け

て、本校でも、いじめのささいな兆候や懸念、児童からの訴えを、特定の教員が抱え込むこと

のないよう「生活サポート委員会」として対応する。 

組織は、校長、教頭、教務主任、校務主任、生徒指導主任、生活サポート主任、養護教諭で

構成する。ただし小規模校である本校の実態から基本的には全職員ですべての事案に対応す

る。事案によっては、スクールカウンセラー、教育相談員等の助言、協力を要請する。 

（１）「生活サポート」の役割  

ア 「学校いじめ防止基本方針」に基づく取り組みの実施と進捗状況の確認 

     ・学校評価アンケートを行い、学校におけるいじめ防止対策の検証を行い、改善策

を検討していく。  

イ 教職員への共通理解と意識啓発 

・年度初めの職員会議で「学校いじめ防止基本方針」の周知を図り、教職員の共通

理解を図る。 

       ・いじめアンケートや教育相談の結果の集約、分析、対策の検討を行い、実効ある

いじめ防止対策に努める。 

ウ 児童や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発 

・随時、学校だよりやホームページ等を通して、いじめ防止の取り組み状況や学校

評価結果等を発信する。 

エ いじめに対する措置（いじめ事案への対応） 

       ・いじめがあった場合、あるいはいじめの疑いがあるとの情報があった場合は、正

確な事実の把握に努め、問題の解消にむけた指導・支援体制を組織する。 

         ・事案への対応については、生活サポート委員会を中心に学校体制で迅速かつ効果

的に対応する。また、必要に応じて、外部の専門家、関係機関と連携して対応す

る。 

       ・いじめに関わった加害者・被害者双方の保護者に対して、納得が得られる説明や

対応をすること。 

         ・問題が解消したと判断した場合も、その後の児童の様子を見守り、継続的な指

導・支援を行う。 
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３ いじめの防止等に関する具体的な取り組み 

 この基本方針と豊橋市教育委員会策定の「いじめの予防、早期発見・早期対応マニュアル」お

よび「子どもの自殺予防マニュアル」をもとに、「いじめ防止年間指導計画」に従って取り組ん

でいく。 その際、「いじめ早期発見・事案対処等のマニュアル」をもとにする。 

（１） いじめの未然防止の取り組み 

ア 児童どうしの関わりを大切にし、互いに認め合い、ともに成長していく学級学校づく

りを進める。 

・小規模校という特性を生かし各学年1～3名、一班12人程度の縦割り班（だるま班）

活動を進める。 

・遠足、縄跳び等の班対抗のための練習、日常の遊びや清掃活動を通し、上学年の子

が下学年の子の手本となって面倒を見る、また、下学年の子は上学年の子の様子を

見て自分の手本とするといった活動を学校生活の中心に位置づける。 

イ 児童の活動や努力を認め、自己肯定感を育む授業づくりに努める。 

  ・児童の自発的な活動を支える委員会活動の充実  

・児童が主体的に取り組める学習活動や自主学習プリントの工夫 

     ウ 教育活動全体を通して、道徳教育・人権教育の充実を図るとともに、体験活動を推進

し、命の大切さ、相手を思いやる心の醸成を図る。 

6月18日の「豊橋・学校いのちの日」を活用し、本校では命の大切さを確認するため

の道徳の授業を行う。 

エ 情報モラル教育を推進し、児童がネットの正しい利用とマナーについての理解を深め、

ネットいじめの加害者、被害者とならないよう継続的に指導する。健全育成講演会等

を利用し、校区にも周知するようにする。 

    オ 発達障害のある児童やその疑いのある児童、特別支援学級に在籍している児童、また

は外国人児童等に対しては、周囲から理解されずに孤立し、いじめとして認知されに

くいことがありうる。また、家庭の状況等からいじめにつながる場合も想定し、児童

の背景を十分理解した上で適切に対処をする。 

    カ LGBTなどの「性的マイノリティ」についての見識を深め、困り感のある児童の問題事

例が発生したときには、対応チームを早急に編成し、対応にあたる。保護者や関係諸

機関との連絡をとり、周囲へのはたらきかけや環境整備を行う。 

 

  （２）いじめの早期発見の取り組み  

    ア いじめアンケートや教育相談を定期的に実施し、児童の小さなサインを見逃さないよ

うに努める。 

アンケートは年３回（夏・冬・春休み前 ただし春休み前は学校評価で対応）、そのう

ち２回（夏・冬）は担任による教育相談を全児童に対して行い、その後の保護者との個

別懇談会に活用する。 

    イ 毎月 1 回生活サポート委員会を開き、情報交換を行うと同時に全職員が全児童に対し

理解を深める。また、必要に応じてミニ生活サポート委員会を開き、問題の早期発見

に努める。 
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    ウ 教師と児童との温かい人間関係づくりや、保護者との信頼関係づくりに努め、いじめ

等について相談しやすい環境を整える。 

     エ 校内相談室（家庭科準備室）を整備し、児童が相談しやすい環境を整える。 

    オ 外部の相談窓口（「被害少年相談電話」（愛知県警察本部）、「家庭教育相談電話」（愛知

県教育委員会）、「教育相談」（愛知県総合教育センター）、「教育相談こころの電話」（愛

知県教育・スポーツ振興財団）の紹介、周知を図る。 

    カ ハイパーQUを実施し、児童理解や学級経営に生かす。 

    キ 性的マイノリティに対する教員の研修を行い、個性尊重の考えを全校児童に伝えて 

いく。 

    ク 「いじめ早期発見のためのチェックリスト」（資料３、４）で常にいじめの早期発見に

努める。 

  ケ 「面談週間の実施」 

     ・いじめに関することや心の悩みを聞き、児童の精神的なストレスを開放する。 

     ・人権・人格に関わる言葉の暴力を抑止する。 

     ・学級活動や朝・帰りの会などで、児童が困り感を吐露できる場を保障する。 

 

（３）いじめに対する措置 

    ア いじめの発見・通報を受けたら「生活サポート委員会」を中心に組織的に対応する。 

    イ 被害児童を守り通すという姿勢で、配慮を徹底する。 

    ウ 加害児童には教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導や支援を行う。 

    エ いじめに関わった加害児童・被害児童双方の保護者に対して、納得が得られる説明や 

対応をする。 

    オ 教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラーやソーシャルワーカー 

等の専門家や、警察署、児童相談所等の関係機関との連携のもとで取り組む。 

    カ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い、いじめを見過ごさない、生み出さ 

ない集団づくりを行う。 

    キ ネット上のいじめへの対応については、必要に応じて警察署等とも連携して行う。 

 

４ 重大事態への対応 

（１）重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告をし、【重大事態発生時の調査対応

図】に基づいて対応する。 

（２）学校が事実に関する調査を実施する場合は、「嵩山小学校いじめ調査委員会」を設置し、

事案に応じてスクールカウンセラー、市の臨床心理士や教育相談員を加えるなどして対応

する。 

（３）調査結果や報告については、被害児童、保護者に対して適切に説明をする。また、いじ

めを受けた児童に説明した方針に沿っていじめを行った児童・保護者にも対して説明す

る。 

（４）重大事態に関わるいじめを受けた児童の心の安定、身体の安全を確保することに全力で

取り組む。その後、心身に負った傷の回復に向けて支援するとともに、安心して学校生活
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を送ることができるように支援する。その際、スクールカウンセラーや臨床心理士による

心のケアを行う。 

（５）いじめを行った児童に対しては、その行為が決して許されない行為であることを十分認

識させ、決して繰り返さないよう指導する。その際、いじめを受けた児童の立場になり、

相手の心の痛みを推測させることによって、自己の行為の重大さを実感させ、深い反省の

上に立って再発防止を自ら誓うことができるようにする。 

 

 

５ 学校の取り組みに対する検証・見直し 

（１）学校いじめ防止基本方針をはじめとするいじめ防止の取り組みについては、ＰＤＣＡサ

イクル（ＰＬＡＮ→ＤＯ→ＣＨＥＣＫ→ＡＣＴＩＯＮ）で見直し、実効性のある取り組み

となるよう努める。 

（２）いじめに関する項目を盛り込んだ教職員による取組評価及び保護者への学校評価アンケ

ートをし、生活サポート委員会でいじめに関する取り組みの検証を行う。 

 

６ その他 

 （１）いじめ防止に関する校内研修を年２回以上計画し、児童生徒理解やいじめ対応に関する

教職員の資質向上に努める。  

（２）「学校いじめ防止基本方針」は年度当初に保護者への周知を図る。 

 （３）長期休業の事前・事後指導を行い、休業中のいじめ防止や早期発見に取り組む。 

 （４）生徒指導主任は、「いじめ防止対策のためのチェックリスト」で、本校の取り組みとし

て、いじめ防止対策が機能しているか確認する。 
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【重大事態発生時の調査対応図】 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

          ※「嵩山小学校いじめ調査委員会」を設置する。 

           ※組織の構成については、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の 

関係者と直接人間関係または特別な利害関係を有しない第三者の参加を 

図ることにより、当該調査の公平性・中立性を確保するように努める。 

 

 

※因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査する。 

           ※事実としっかり向き合う姿勢を大切にする。 

 

 

※関係者の個人情報に十分配慮しつつ、情報を適切に提供する。 

           ※調査に当たって実施するアンケートは、調査に先立ちその旨を調査対 

象の在校生や保護者に説明をする。 

 

           

※希望があれば、いじめを受けた児童生徒または保護者の所見をまとめ

た文書も調査結果に添付する。 

                              

※重大事態への対応参照 

           ※調査結果を踏まえ、再発防止に向けた取り組みを検討し、実施する。 

           ※当該加害・被害児童・保護者へのケア・見守りを継続する。 

           ※再発防止に向けた取り組みを行う。 

重大事態の発生 

学校が調査主体となった場合 

教育委員会が調査の主体を判断 

学校に重大事態の調査組織を設置 

 

 

事実関係を明確にするための調査を実施 

 

 

いじめを受けた児童生徒及びその保護者へ適切な情報提供 

 

 

調査結果を教育委員会に報告 

 

 

調査結果を踏まえた必要な措置 

 

 

教育委員会へ重大事態の発生を報告 


